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１ はじめに 
    

  今日の日本において、水道は、国民生活や社会経済活動に欠くことのできないライフラインとして

確立し、各水道事業者により安全・安心かつ安価に水道水が提供されていますが、少子高齢化を背景

とした人口減少社会に入り、過疎化が進む地方などを中心に全国的にも給水人口の減少による料金収

入の不足などで施設の更新や耐震化が遅れることが懸念されています。 

  このような状況を踏まえ、厚生労働省では中長期的財政収支に基づく施設の更新等を計画的に実行

し、持続可能な水道事業を実現していくため、アセットマネジメント（資産管理）の実践を促進して

います。本企業団においても、厚生労働省の簡易版アセットマネジメント支援ツールを活用し、今後

の計画策定に資する基礎資料として、100年間の資産把握と 40年間の財政収支見通しに基づき、平成

29年６月、中空知広域水道企業団アセットマネジメント（以下「アセットマネジメント」といいます。）

を作成したところです。 

  中空知広域水道企業団水道事業経営戦略（以下「経営戦略」といいます。）は、アセットマネジメン

トを基礎資料として、今後更新需要のピークを迎えていく経年化・老朽化資産に係る適切かつ計画的

な更新方策を講じるととともに、人口減少等に伴う料金収入の減少など、厳しい経営環境に対応して

いくため、総務省が策定を要請する中長期的な経営の基本計画として策定するものです。 

  アセットマネジメントが 100年間の資産計画、40年間の財政計画と長期に渡る機械的な分析であっ

たのに対し、経営戦略では 10 年間という中期的なスパンでより詳細に投資的経費、経常的経費の分

析を行った上で、将来への負担を先送りせず、かつ、今後策定を予定する新水道事業ビジョン（仮称）

の基盤となる財政計画として位置付けるものです。 

  なお、経営戦略の計画期間については、平成 31年度から平成 40年度までの 10年間とします。 

 

２ 水道事業の現状と課題 
    

  本企業団は、昭和 58年４月に設立後、滝川市・砂川市・歌志内市の３市における水源の安定化を図

るため、「滝里ダム」に水源を求めた用水供給事業として昭和 59 年３月に経営認可を受け、その後、

平成 18年４月には奈井江町を加えた形で３市１町の水道事業を承継し、末端給水を開始しました。 

  平成 20 年４月には水道料金の統一を図り、効率的な事業運営に努めてきましたが、給水人口及び

給水収益は年々減少が続いており、今後の給水人口についてもその傾向が続くものと推測されます。 

  受益者負担を原則とする水道事業においては、給水収益の減少は水道施設や管路の更新に係る将来

の資金確保に大きく影響することが懸念されます。 

  水道施設や管路等の更新、耐震化については、中長期的な視点に立って技術的な知見に基づいた更

新計画を検討し、着実な更新投資を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

 

 (１) 給水の状況（平成 28年度） 

  表１－１ 

給水開始年月日 平成 18年４月１日 

計画給水人口 75,216人 

現在給水人口 66,542人 

給水普及率 98.88％ 

計画 1日最大給水量 28,530㎥ 

１日平均給水量 19,933㎥ 

１人１日平均給水量 300ℓ/人/日 

年間配水量 7,276千㎥ 

 

 (２) 給水の実績 

  表１－２ 

年度 給水人口 
年間有収水量 

（年間使用水量） 
給水収益 

（水道料金収入） 

 
経常損益 

H19 74,982人 6,814千㎥ 1,676百万円  △123,507千円 

H20 73,458人 6,645千㎥ 1,521百万円 14,696千円 

H21 72,784人 6,585千㎥ 1,493百万円 70,983千円 

H22 72,052人 6,637千㎥ 1,507百万円 183,007千円 

H23 71,122人 6,487千㎥ 1,473百万円 116,110千円 

H24 69,966人 6,425千㎥ 1,459百万円 75,478千円 

H25 69,193人 6,318千㎥ 1,439百万円 124,029千円 

H26 68,124人 6,233千㎥ 1,417百万円 52,291千円 

H27 67,292人 6,154千㎥ 1,399百万円 49,956千円 

H28 66,542人 6,092千㎥ 1,385百万円 52,775千円 

 

 (３) 現有資産の状況 

  ア 構造物及び設備 

    有形固定資産の総額は償却済分を含めて平成 28 年度末で約 339 億円となっており、そのうち

構造物（建物並びに機械及び装置）及び設備が約 136 億円を占めます。内訳としては昭和 60 年

から着工、平成２年に竣工した浄水場施設の建設に係る費用が突出しています。浄水場施設につ

いては、竣工後 27年が経過し、今後、現有資産の更新ピークを迎えることにより、改修等に多額

の費用を要することになります。 

    構造物及び設備の取得年度別帳簿原価については、図１－１のとおり資産の取得時期が浄水場

施設の建設時期に集中しています。図１－２は、有形固定資産を資産区分ごとに表したもので、

構造物及び設備で約 40％を占めます。 
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   図１－１ 

    

 

   図１－２ 

    

 

  イ 管路 

    管路の総延長は平成 28 年度末で 835.2kｍです。３市１町が統合前に整備した管路も含め、布

設後 40 年を経過する経年管等が今後増加します。償却済み分を含む有形固定資産の総額 339 億

円のうち、管路は約 200億円（約 59％）を占めています。 

    図１－３は、管路の布設年度別延長を表しています。構造物及び設備と比較すると更新時期は

分散しているものの、本企業団の統合時である昭和 60 年度から平成元年に布設した管路の延長

が比率として最も高く、全体の約 25％を占めています。 

    管路更新計画に基づき、老朽管の布設替えを計画的に進めてきたことにより、現在の本企業団

における法定耐用年数超過管路は、全体の約 5.2％と、全国平均である 12.1％と比較しても低く
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抑えている状況ですが、これから法定耐用年数のピークを迎えるため、平成 40 年度までに法定

耐用年数を超過する管路は約 47％を占めます。 

 

   図１－３ 

    

 

３ 将来の需要予測 
    

 (１) 行政人口・有収水量（使用水量）・給水収益（水道料金収入）の推移と見通し 

   ３市１町の行政人口は、統合時から年々減少傾向にありますが、今後も少子高齢化等の影響によ

りさらに減少を続け、平成 40年度には 54,930人と予測しており、行政人口の減少に比例して、有

収水量（使用水量）及び給水収益（水道料金収入）も減少していきます。 

 

  表２－１ 

年度 行政人口 
年間有収水量 

（年間使用水量） 

給水収益 

（水道料金収入） 

H29 66,155人 6,021千㎥ 1,374百万円 

H30 65,160人 5,893千㎥ 1,361百万円 

H31 64,165人 5,874千㎥ 1,328百万円 

H32 63,170人 5,895千㎥ 1,312百万円 

H33 62,143人 5,769千㎥ 1,305百万円 

H34 61,115人 5,678千㎥ 1,285百万円 

H35 60,088人 5,581千㎥ 1,266百万円 

H36 59,060人 5,500千㎥ 1,247百万円 

H37 58,033人 5,423千㎥ 1,229百万円 

H38 56,999人 5,317千㎥ 1,208百万円 

H39 55,964人 5,259千㎥ 1,198百万円 

H40 54,930人 5,162千㎥ 1,182百万円 

   ※ 給水人口は、国立社会保障・人口問題研究所の平成 30年推計値を使用。 

 

 (２) 老朽化施設の更新・耐震化 

   アセットマネジメントによる長期試算の結果、現在有する有形固定資産を法定耐用年数で更新し

た場合、更新費用は 100年間で 1,324億円程度が必要となる見込みとなります（図２）。 

管路総延長は約 835.2km 

 

法定耐用年数超過管路 

→全体の約 5.2% 

→今後、平成 40 年度までに法

定耐用年数を迎える管路は、

全体の約 47% 
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   １年間に平均すると 13億円以上の工事請負費を要することになります。 

 

  図２ アセットマネジメントによる 100年間の更新需要（その１） 

   

 

  ※法定耐用年数とは 

   法定耐用年数とは、減価償却算定のための会計上の償却目安であり、技術開発・維持管理の向上により、実際はそ

れ以上使用可能なものがあります。 

 

４ 投資・財政計画 
    

  将来の需要予測では、平成 40 年度には、給水人口の減少等により水道料金収入は 11 億 8200 万円

まで減少すると予測されます。そのため、資産管理を適正に行うことと併せて、財政収支が均衡する

よう検討していく必要があります。 

  仮に法定耐用年数どおりに現有資産を更新した場合、１年間で 13 億円以上の工事請負費を要する

ことになります。平成 26年度から平成 28年度までの工事請負費平均実績値（量水器等、他の建設改

良費を除く）約４億 3,000 万円の３倍以上の費用を要する計算となりますが、その場合の平成 40 年

度までの財政収支を試算すると、次の表３【パターン１】のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造物及び設備   →100 年総額 約 580億円 

管路       →100 年総額 約 744億円 
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   表３ 

   【パターン１】法定耐用年数どおりに更新した場合            【単位：千円】 

    

 

  表３のとおり、計画年度初年度である平成 31年度に資本的支出で 73億円を超える事業費（建設改

良費）を要します。これは、既に法定耐用年数を超えている資産がそれだけ存在するということです。

それ以後も、１年平均で 15億円を超える事業費（建設改良費）など、多額な維持管理費を要するのに

対し、水道料金収入などの収入は先細り、平成 40年度末には現金残高が 86億円以上不足する試算結

果となり、到底収支は成り立ちません。 

  そこで本経営戦略では、将来を見据えた上で、計画期間中に収支を均衡させるとともに、安定した

事業運営が可能な計画として位置付けるためにも、（１）投資計画、（２）財政計画の方針を定め、そ

れぞれ検証を進めます。 

 

 (１) 投資計画 

  ア 資産の更新に係る独自の更新基準の設定 

    アセットマネジメントにおいては、長期的にこのような状況が確認されてきたため、今後の水

道事業の運営を見据え、できる限り資産を長く使用し、費用の圧縮に心掛けなければならないと

いう考えの下に、延命化を基本として、ダウンサイジングやスペックダウン、長寿命化を踏まえ

た資産の更新を行うべく、独自の更新基準を設けることとしました。 

    次の表４－１については、構造物及び設備を更新する際の基準として法定耐用年数の一律 1.5

倍とし、表４－２については、管路を更新する際の基準として、厚生労働省の設定例を参考とし

ながら、本企業団の実使用年数を踏まえた独自の更新基準を設定したものです。 
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   表４－１ 

    

 

   表４－２ 

    

 

  イ 資産の更新に係る費用の平均化 

    さらには、更新のピーク期に更新費用が偏らないよう、費用についても平均化し、独自の更新

基準を前後して更新していくこととしました。その基準は、次のとおりです。 

   ・構造物及び設備については、当初 15年で平均化し、それ以降５年ずつで平均化する。 

   ・管路については、100年で費用を平均化する。 

 

  ウ 独自の更新基準による試算 

    法定耐用年数での更新ではなく、アのとおり独自の更新基準により 100年間の資産を維持して

いく試算を行った結果、次の表４－３のとおり更新費用が圧縮できることがわかりました。 

 

 

 

 

 

　◎構造物及び設備の更新基準

工種

建築

土木

電気

機械

法定耐用年数

地方公営企業法施行規則に基づく耐用年数
一律

法定耐用年数の1.5倍

独自の更新基準

　◎管路の更新基準

取水・導水
送水管

配水支管

ＣＩＰ 鋳鉄管 50年 50年

ダクタイル鋳鉄管

（耐震型継手を有する）

ＤＩＰ ダクタイル鋳鉄管 70年 87年

ＳＰ 鋼管 40年 50年

硬質塩化ビニル管

（耐震型継手を有する）

硬質塩化ビニル管

（上記以外・不明なものを含む）

ＰＰ ポリエチレン管 50年 62年

その他

（管種が不明なものを含む）
不明

ＶＰ 40年

80年 100年

50年

40年

50年 62年

40年ＶＰ（ＴＳ）

50年

管種 管種名称 法定耐用年数
独自の更新基準

ＤＩＰ（震）
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   表４－３ 

          法定耐用年数と独自の更新基準それぞれの 100年間にかかる費用        

資産の種類 法定耐用年数で更新 独自の更新基準で更新 減少率 

構造物及び設備 約 580億円    約 379億円 34.7％ 

管   路 約 744億円    約 409億円 45.0％ 

合   計 約 1,324億円    約 788億円 40.5％ 

 

    表４－３の費用は工事請負費のみであり、量水器費など建設改良費には他にかかる費用はあり

ますが、これが長期的な視野で最低限水道インフラを現状維持していくために必要な費用となり

ます。 

    また、Ｐ５図２に見られた更新費用の負担の大きさと時期によるばらつきについては、図３の

とおり、独自の更新基準により更新することにより費用の負担が軽減され、さらには平均化して

いることが確認できます。 

 

   図３ アセットマネジメントによる 100年間の更新需要（その２） 

    

 

  エ 投資計画を反映した財政収支 

    資産については独自の更新基準で更新し、費用を平均化した上で、平成 28 年度の決算値を基

にした平成 40 年度までの財政収支の試算を行うと、次の表５【パターン２】のようになりまし

た。 
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   表５ 

   【パターン２】独自の更新基準で更新し、費用を平均化した場合      【単位：千円】 

    

    表５のとおり、平成 40年度末の現金残高が９億円を超える不足と、表３【パターン１】と比較

するとかなりの圧縮に至ったものの、まだまだ収支が見合うにはほど遠い状況となっています。 

 

 (２) 財政計画 

  ア 必要な現金残高の確保 

    投資計画において、独自の更新基準による資産の延命化や長寿命化を行ってもなお財源が不足

するため、必要な収入の確保及び支出の抑制を考えていかなければなりません。そこで、水道事

業を円滑に運営するために必要な現金残高について検証します。 

   ①流動負債（１年間で償還する負債）に対する支払能力の確保 

   ②想定外の収支不足に対応する利益積立金 

   ③耐震化工事に伴う現金支出及び企業債元利償還金に対応する資金の確保 

 

    ①については、流動負債と現金の関係は、短期債務の償還能力の観点から、100％以上であるこ

とが望ましいとされており、現在本企業団の流動負債は約６億円、一旦は減少する見通しですが、

建設改良費の積み増しにより企業債償還金の増加などが見込まれるため、流動負債の将来的増加

を踏まえ、８億円を必要額とします。 

    ②については、水道インフラでは大規模災害の発生時への対応など、突発的な支出を想定しな

ければならず、利益積立金として、現在約２億円を積立てしているところです。災害時の支出は

もとより、計画期間内において想定以上に財源不足に陥った場合の資金として、２億円を必要額

とします。 

    ③については、現在、平成 25 年度に策定した計画に基づき、年次計画的に耐震化診断を行っ

ているところですが、平成 30 年度を最終年度としており、最終的な診断結果を得ていないとこ
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ろです。現段階では、水管橋及び取水搭など、耐震化を図るための更新工事や補強工事の費用を

要するものとなっていますが、現計画には反映していません。厚生労働省の生活基盤施設耐震化

等交付金の対象となるものと見込んで想定していますが、それでもなお不足する部分について、

期間内に要する現金の追加支出分２億円を必要額とします。 

    上記①から③までにより、平成 40 年度末に向けて最低限必要な現金残高については、12 億円

とします。 

 

  イ 収入の増加による財源確保 

    収益的収支については、水道料金による収入が大部分であり、地方公営企業である水道事業の

性質上、独自で収益事業を行うことによる収入は基本的には見込めません。 

    一方、資本的収支については、現状においては建設改良費の約 40％を企業債で借入れしている

ところですが、企業団統合時に借り入れた建設拡張費などの企業債償還のピークを過ぎ、企業債

償還金については一旦低くなることも踏まえ、将来への負担が過大とならない程度に今後の企業

債の充当率を引き上げ、計画上建設改良費の約 60％として当面の負担の抑制に努めます。これは、

計画期間内の工事請負費としては約 72％に相当するものです。さらには、法定耐用年数が 30 年

を超える資産の取得・更新については 30年償還、30年未満のものについては 10年償還とするこ

とにより、費用の抑制に努めます。 

    また、国庫補助金や交付金など、有利な財源措置のある制度については、事業ごとに積極的な

活用について模索します（ただし、計画には未反映）。 

    なお、不要となった公共用地や貯蔵品等の売却などを実施するほか、収入を得るための手段を

積極的に検討します。 

 

  ウ 支出の抑制による財源確保 

    収益的支出については、経常経費全体のうち削減可能なもの（減価償却費などの非現金支出分

を除く。）の５％を削減します。具体的には、水道検針の隔月化による検針委託料の削減や、消耗

品などの一般事務費及び委託料の削減など、多岐にわたる項目で事務事業の削減を行い、計画に

反映しています。 

    また、資本的支出については、建設改良費のうち、量水器費については、休止世帯のメーター

の更新を行わないなどにより支出の抑制に努めます。また、予防保全のための定期的な補修及び

修繕を実施することにより、設備等の長寿命化を図ります。 

    なお、平成 40 年度までに必要な建設改良費のうち、工事請負費については、次の表６のとお

りの更新計画で予定するところであり、詳細については、今後個別の計画において位置付けてい

く予定です。 
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   表６ 

    

 

  エ 財政計画を反映した財政収支 

    （１）による投資計画、アからウまでによる財政計画を共に実施し、反映した財政収支の試算

については、次の表７【パターン３】のとおりです。 

 

   表７ 

   【パターン３】事務事業の合理化を実施した場合             【単位：千円】 

    

    表７のとおり、平成 40 年度末の現金残高は約６億円を確保するに至りましたが、必要な現金

残高 12億円に見合うまでは、それでもなお約６億円が不足する計算となります。それでは、これ

までの試算結果を踏まえて、財政収支の分析を行います。 
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   図４ 

    

    図４については、表７【パターン３】を基に収益的収支の年次推移を予測したものです。 

    経常経費の削減及び支出の抑制に努めましたが、水道料金を主とした収入が年々減少していく

ことに加え、減価償却費が年々上昇していくことなどにより、収益的収支が均衡していません。 

 

   図５ 

    

    図５については、表７【パターン３】を基に資本的収支の年次推移を予測したものです。 

    資本的収入は企業債の借入れを主として横ばいですが、資本的支出は年度ごとのばらつきこそ

あるものの、企業債償還金が年々増加していくことに伴い、徐々に増加していきます。 
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   図６ 

    

    図６では、事業費（建設改良費）と企業債償還金の年次推移を予測したものです。 

事業費と新規借入れの企業債については相関し、比例していくものの、計画期間である平成 31

年度以降で増加していく事業費に対し、企業債償還金は今後増加の一途をたどるため、財政収支

を圧迫していく要因となります。 

 

   図７ 

    

    図７については、表７【パターン３】を反映した企業債と現金の残高を表したものです。 

    平成 28 年度から平成 30 年度までは、借入限度額を２億 5,000 万円までとし、建設改良費の

40％程度に抑制していたため、企業債残高は平成 31年度までで総額約 40億円まで減少しますが、

平成 31 年度以降は、更新工事費の増大及び企業債充当率を建設改良費の 60％程度に引き上げる

こと等に伴い、再び企業債残高は増加を続けていき、その後も年々企業債元利償還金は増加して

いきます。 

    今後も将来への負担が増大とならないよう、適切な企業債充当率と残高、さらには利率等を十

分に注視し、見極めていく必要があります。 
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５ 料金の検討 
    

 (１) 水道料金収入の見直しの必要性 

   投資計画において、独自の更新基準による資産の延命化・長寿命化を行ってもなお不足する財源

については、財政計画において収益の確保、支出の抑制を行った上で計画に盛り込んできましたが、

それでもなお表７【パターン３】のとおり、収支に不足が生じ、安定した水道事業を行うことがで

きない結果となりました。安定した水道事業運営を行うためには、将来を見据え財源を水道料金に

求めざるを得ず、早期に水道料金改正を行う必要があります。 

   なお、現行の水道料金は、次のとおり設定されています。 

 

  表８ 

   

 

 (２) 水道料金の改定 

   財源の確保については、表７【パターン３】において不足している約６億円を、水道料金におい

て賄う必要があります。 

   現在の水道料金収入は給水人口の減少などにより、期間平均で約 12 億 5,000 万円程度にとどま

る予測です。 

   計画期間のうち 9年間で水道料金改定分の増額を見込むと、１年間平均で約 7,000万円以上の増

額が必要であり、平均約 12億 5000万円の水道料金で割り返すと、約６％の水道料金の引上げが必

要となります。 

   また、水道料金を改定する時期は、今後策定する予定の他の計画との整合性を踏まえ、平成 32年

度当初からの改定とします。 

   平成 32 年度に水道料金を６％引き上げた場合の財政収支の試算については、次の表９【パター

ン４】のとおりです。 

 

 

料金表

上水道料金（税込）

水　　量

　７㎥まで 1,460 円 236 円

16～900㎥まで 277 円

900㎥超 236 円

　100㎥まで 9,791 円 113 円

　10㎥まで 6,119 円 555 円

上水道福祉料金（税込）

水　　量

　７㎥まで 694 円 226 円

　５㎥まで 765 円 162 円

　７㎥まで 1,110 円 236 円

　７㎥まで 1,244 円 236 円

※砂川地区福祉料金は料金計算後、１０円未満の端数を切り捨てた金額となります。

業　務　用 　15㎥まで 3,672

基本料金（１月につき）

臨　時　用

円

超過料金（１㎥につき）
料　　金

超過料金（１㎥につき）用　途
基本料金（１月につき）

料　　金

家　事　用

滝　  　 川

砂　　 　川

歌　志　内

奈　井　江

浴　場　用

地区名
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   表９ 

【パターン４】平成 32年度に水道料金を６％引き上げた場合   【単位：千円】 

   

   表９のとおり、必要最低限な現金残高である 12 億円を確保し、施設・管路の更新を計画的に実

行し、安定的に水道事業を継続することが可能となります。 

 

図８ 

 

 

図８については、表９【パターン４】による水道料金改定を踏まえ、表７【パターン３】によ

る料金改定前との双方で収益的収支差引と現金残高の年次推移を予測し、比較したものです。 
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料金改定前の収益的収支差引では平成 35 年度からマイナスに転落して赤字幅を拡大し、現金

残高も平成 40 年度までほぼ下降曲線を描いていくのに対し、料金改定後の収益的収支は平成 38

年度までほぼ収支の均衡を保ち、計画後期である平成 39 年度以降は赤字となるものの、現金残

高は最低限必要な額とする 12億円を維持していくことができます。 

しかしながら、表９や図８のとおり、料金引上げの効果により計画中期までは黒字化していく

ものの、計画後期である平成 39 年度以降は収益的収支で赤字が発生し、その後最終年度に向け

て赤字額が拡大していくことも勘案すると、次期計画以降の長期的な財政収支についてはさらに

厳しい状況が続くことが想定されるところです。 

    なお、計画期間の収支等について、パターン１からパターン４までを比較すると、次のとおり

となります。 

 

  表 10 

   パターン１～４における収支見通しの比較                【単位：千円】 

収支見通しのパターン 
収益的収支 

不足額合計 

資本的収支 

不足額合計 

平成 40年度 

現金残高 

【パターン１】 

法定耐用年数どおり更新 

 

▲２，６７５，１６４ ▲１６，４８８，４２９ ▲８，６５８，７７４ 

【パターン２】 

独自の更新基準で更新し、

費用を平均化 

▲４５２，９４１ ▲８，９４４，９９０ ▲９１５，２８６ 

【パターン３】 

事務事業の合理化実施 

 

▲１９７，０９４ ▲７，４８４，８１６ ５８５，７７７ 

【パターン４】 

平成 32年度に水道料金を

６％引上げ 

   ４７６，８９４ ▲７，４８４，８１６ １，２５９，７６５ 

 

６ 今後の取組及び事後検証 
    

  最も基本的な計画として位置づけている地域水道ビジョンが平成 21 年度から平成 30 年度までの

10 か年を計画期間としており、本経営戦略と同様、平成 31 年度以降の計画として更新することにな

りますが、本経営戦略が、現在の「地域水道ビジョン」に代わって今後策定される予定の新水道事業

ビジョン（仮称）における財政的な裏付けとなるものとして位置付けるものであり、本経営戦略の内

容については、新水道事業ビジョン（仮称）と相互に反映し合うこととなります。 

  給水人口の減少などによる将来に渡る水需要の縮小に伴う管路更新の取捨選択、施設の統合なども

含めて、施設・管路の更新計画を進めていくため、浄水場施設更新及び修繕計画、管路更新計画、漏

水防止計画、耐震化計画、水安全計画など個別の計画との整合性を図り、更新需要の把握に努めると

ともに、これらの計画とのかい離が生じた場合において、投資・財政計画等に影響のある数値につい

ては、相互に必要な修正を加えていきます。 

  また、収支の状況や施設等の更新の進捗管理を的確に行っていくため、おおむね５年を目途に検証

を行い、実態と著しくかい離している場合は、適宜修正更新します。 

  なお、経営戦略を更新する場合には、ホームページ等を通じて住民に公表します。 
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